
 
 
 
 
 
 

本当に「安全」ですか？ 

 
 

 

あともう少しで、いよいよ待ちに待った夏休みが始まります。長期の休みになりますと全国的

に「SNS等を巡る子どもたちのトラブル」や「火遊び」等が急増します。 

 

近年、小学生の間でもオンラインゲームや LINE グループでの誹謗中傷、仲間外れ、いじめ、

暴言、SNSへの個人情報の書き込み等トラブルが後を絶ちません。最悪の場合、ネット上で見知

らぬ大人とつながり、犯罪に巻き込まれる悲惨なケースも起きています。スマートフォンやタブ

レットは、今や学習やコミュニケーションに欠かすことができないとても便利な道具です。しか

し、使い方を間違えれば、世界中の危険と直結する道具です。 

つまり、高価で危険な一面のある道具だからこそ、それをお子さんに渡した保護者の方々が、

安全に使えるようになるまで見守る責任があります。子どもたちは「これくらい大丈夫」と軽い

気持ちで使っており、そこに潜む危険を予測するだけの力は、まだ十分に育っていないことが多

いです。だからこそ、ご家庭での「ブレーキ」が必要不可欠なのです。「子どもを信用して任せ

たい」というお気持ちもよく分かります。しかし、トラブルから子どもたちの身を守るためには、

保護者の方々の確かな目が欠かせません。 

スマートフォンやタブレットの管理をお子さん任せにせず、保護者の方々が毅然とした態度で

きちんとしたご家庭のルールを維持することは、決してお子さんを疑うことではなく、お子さん

をトラブルから守るための「愛情」だと思います。ご家庭での温かくも毅然とした見守りを、切

にお願い申しあげます。 

 

次は「火遊び」についてです。「火遊び」は、夏休み中、開放的な気分になった子どもたちが、

保護者の方々の目の届かないところで引き起こす重大な事故の一つです。 

火遊びをするのは、「ちょっと面白そうだから」「友達から誘われて」という、ごく普通の好奇

心から始まって、遊びの延長でしていることが多いです。ご家庭から持ち出したライターやお店

で購入したマッチで枯草やゴミに火をつけたり、燃えやすいものに火をつけたりする行為は、絶

対に許されない行為であり、自分や他人の命に関わる大惨事を引き起こします。 

火遊びの代償は、子どもたちの未来を一瞬ですべて破壊してしまうこともあります。「知らな

かった」「悪気はなかった」では、取り返しのつかない事態になります。 

 

今回の文章は、夏休み前にあった保護者の方からの相談や地域の方々から学校への連絡があっ

たものをもとにして、書かせていたただきました。警察にも連絡し、地域パトロールもお願いし

ています。 

最後になりましたが、少し厳しいことも述べました。子どもたちの安全のためです。お許しく

ださい。 

学校だより令和８年６月３０日 ４号

https://kawasaki-edu.jp/2/711oda                  川崎市立小田小学校 

校長  竹内 俊男 



☆７月の主な行事 

１ 水 
市制記念日（学校はお休みです） 
諸費引落１回目 12 日 

 

２ 木 
ＴＶ朝会 

６年修学旅行前健診 13 月 
代表委員会（中休み） 

教育相談日③（申込締切 7/6（月）） 

３ 金 
なかよし活動（６年計画） 
カウンセラー在駐 14 火 

B 時程 

校内授業研究（3-2,3-3） 

3-2,3-3以外は給食終了後下校 

４ 土 
 

15 水 
B 時程 

委員会活動（13:15～14:00） 

５ 日 
 

16 木 
全校集会 
なかよし活動（中休み） 

６ 月 
 

17 金 
B 時程 休業前TV 朝会 
授業終了 給食終了 給食終了後下校 

カウンセラー在駐 

７ 火 
読み聞かせ（１年合同，３年） 
６年都内見学 18 土 

 
 
 

夏休み 
 

７月１８日（土）～８月２４日（月） 
 

授業開始 ８月２５日（火） 
給食開始 ８月３１日（月） 

８ 水 
B 時程 

なかよし活動（６年計画） 19 日 

９ 木 
B 時程 

懇談会 １～３年 14:45～ 
20 月 

10 金 
B 時程 

懇談会 ４，５年 14:45～ 
カウンセラー在駐 
諸費引落２回目 

21 火 

11 土 
 

22 水 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校へのご連絡・ご相談の時間帯のお願い   
 

 

 

本校では、子どもたちと向き合う時間を十分に確保し、より質の高い教育活動を行うため、

教職員の勤務時間（8:15～16:45）内での業務徹底を進めております。これに伴い、保護者の

皆様からのご連絡やご相談の時間帯について、以下の通りご理解とご協力をお願いします。 

 

・放課後のご相談やお問い合わせは、児童下校後から16:45までの間にお電話をいただけま

すようお願いします。 

・17:00以降は、自動音声応答（留守番電話）に切り替わります。事件・事故など緊急を要

する場合を除き、翌日に改めてご連絡をお願いします。 

・朝（8:00～8:40頃）の時間帯は、欠席・遅刻児童の確認や、登校した子どもたちの安全指

導・授業準備のため、職員室が大変混雑します。 

 恐れ入りますが、急を要さないご相談やお問い合わせは、朝の時間帯を避けていただきま

すようご協力お願いします。 

・勤務時間内であっても、日中は教員が授業や児童指導等にあたっているため、すぐにお電

話に出られない場合があります。お急ぎでないご相談や伝達事項につきましては「連絡

帳」をご活用いただけますと幸いです。担任が確認し、必要に応じてこちらから折り返し

ご連絡します。 


